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○青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例 

昭和五十年三月十三日 

青森県条例第一号 

〔 青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例〕 をこ こ に公布する 。  

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例 

（ 昭五一条例六八・ 改称）  

（ 目的）  

第一条 こ の条例は、働き ながら 高等学校の定時制の課程及び通信制の課程に在学する 者に

対し 、修学奨励金を貸与する こ と によ り 、こ れら の者の当該定時制の課程及び通信制の課

程への修学を促進し 、 教育の機会均等の保障を図る こ と を目的と する 。  

（ 昭五一条例六八・ 一部改正）  

（ 修学奨励金の貸与）  

第二条 知事は、次の各号に該当する 者のう ち適当と 認める 者に対し 、修学奨励金を無利息

で貸与する 旨の契約を結ぶこ と ができ る 。  

一 県内の高等学校の定時制の課程に在学する 者又は卒業を目的と し て県内の高等学校

の通信制の課程に在学する 者若し く は卒業を目的と し て学校教育法（ 昭和二十二年法律

第二十六号）第五十四条第三項の規定によ る 文部科学大臣への届出に係る 高等学校の通

信制の課程に在学し 、 かつ、県内に住所を有する 者（ 学年によ る 教育課程の区分を設け

ない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） 又は通信制の課程に在学する

者にあつては、その者が在学する 高等学校で定めた卒業までに履修さ せる 各教科及びこ

れに属する 科目（ 以下「 教科・ 科目」 と いう 。 ） 並びに特別活動を四年以内で履修し て

卒業する 計画を有する と 認めら れる 者であつて、年間十八単位以上に相当する 教科・ 科

目を履修し ている も の又は当該高等学校で年間に履修すべき も のと 定めた教科・ 科目を

履修し ている も のに限る 。 ）  

二 経済的理由によ り 著し く 修学が困難な者であつて、その者を扶養親族と し ている 者の

所得（ その者が独立生計を営むこ と 等によ り その者を扶養親族と し ている 者がない場合

にあつては、 その者の所得） が知事が定める 額を超えないも の 

三 経常的収入を得る 職業に就いている 者（ 雇用保険法（ 昭和四十九年法律第百十六号）

第四条第三項に規定する 失業の状態にある 者を含む。 ）  

（ 昭五一条例六八・ 昭五三条例三一・ 昭五四条例二八・ 昭五五条例五四・ 昭五六条

例一五・ 昭五七条例三五・ 昭五九条例一九・ 昭六二条例三五・ 平四条例四八・ 平一
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一条例五九・ 平一二条例一六七・ 平一六条例三二・ 平一七条例四七・ 平一九条例六

六・ 平二五条例二九・ 一部改正）  

（ 貸与の額）  

第三条 修学奨励金の貸与の額は、 月額一万八千円以内と する 。  

（ 昭五一条例三九・ 昭五三条例二二・ 昭五五条例五四・ 昭六二条例三五・ 平三条例

二八・ 平七条例三九・ 平九条例五二・ 平一〇条例四一・ 平一二条例一五六・ 平一三

条例六〇・ 平二五条例二九・ 一部改正）  

（ 貸与の方法）  

第四条 修学奨励金は、 第二条の規定によ り 締結し た契約（ 以下「 契約」 と いう 。 ） で定め

る 月から 当該契約の相手方（ 以下「 修学生」 と いう 。 ） が高等学校の定時制の課程又は通

信制の課程を卒業する 日の属する 月ま での間（ 貸与を受けた月数を通算し て四年以内の期

間に限る 。 ） 、 毎月貸与する も のと する 。 ただし 、 知事は、 休業日その他特別の事情を勘

案し て、 あら かじ め、 二月分を併せて貸与する こ と ができ る 。  

（ 昭五一条例六八・ 一部改正）  

（ 連帯保証人）  

第五条 修学奨励金の貸与を受けよ う と する 者は、当該貸与に関する 債務について、二人以

上の連帯保証人を立てなければなら ない。  

（ 契約の解除等）  

第六条 知事は、修学生が次の各号の一に該当する に至つたと き は、契約を解除する こ と が

でき る 。  

一 第二条に掲げる 要件を欠く に至つたと き 。  

二 修学奨励金の貸与を受ける こ と を辞退し たと き 。  

三 その他修学奨励金の貸与の目的を達成する 見込みがなく なつたと 認めら れる と き 。  

２  知事は、修学生が次の各号の一に該当する に至つたと き は、修学奨励金の貸与を休止す

る も のと する 。ただし 、 第二号に該当する 場合においては、 前年度以前の同一学年におい

て、 修学奨励金の貸与を受けなかつた期間に相当する 期間については、 こ の限り でない。 

一 休学し 、 停学の処分を受け、 又は長期にわたつて欠席し たと き 。  

二 定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に在学する 修学生については、 進級でき

なかつたため同一学年を重ねて履修する と き 。  

三 単位制によ る 課程又は通信制の課程に在学する 修学生については、各年度に修得し た

教科・ 科目の単位数が、当該修学生の在学する 高等学校で定めた卒業までに修得さ せる
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教科・ 科目の単位数を四年（ 休学の期間がある 場合は、当該期間の属する 年度に係る 年

数を加えた期間）以内で修得し て卒業する ために当該年度に修得すべき 単位数に満たな

いと 認めら れる と き 。  

３  知事は、 修学生が前項第一号に該当する に至つたと き は、 当該修学生が、 休学し 、 停学

の処分を受け、又は長期にわたつて欠席する に至つた日の属する 月の翌月分（ 当該日が月

の初日である と き は、 その日の属する 月の分） から 復学し 、又は新たに出席し た日の属す

る 月の前月分ま で修学奨励金の貸与を行わないも のと する 。こ の場合において、こ れら の

月の分と し て既に貸与さ れた修学奨励金がある と き は、その修学奨励金は、当該修学生が

復学し 、 又は新たに出席し た日の属する 月以後の分と し て貸与さ れたも のと みなす。  

（ 昭五一条例六八・ 平四条例四八・ 一部改正）  

（ 返還債務の当然免除）  

第七条 修学奨励金の貸与を受けた者（ 以下「 被貸与者」 と いう 。 ） が高等学校の定時制の

課程又は通信制の課程を卒業し た場合その他知事が定める 事由に該当する 場合は、修学奨

励金の返還債務の全部を免除する 。  

（ 昭五一条例六八・ 一部改正）  

（ 返還）  

第八条 被貸与者は、次の各号の一に該当する に至つたと き は、当該各号に規定する 事由が

生じ た日（ 第十条第一項又は第二項の規定によ り 修学奨励金の返還債務の履行を猶予さ れ

る 場合にあつては、当該猶予の期間が満了し た日） の属する 月の翌月から 起算し て六月を

経過し た後、修学奨励金の貸与を受けた月数を通算し た期間内に、修学奨励金を返還し な

ければなら ない。  

一 契約を解除さ れたと き 。  

二 契約に定める 修学奨励金の貸与の期間が満了し たと き 。  

２  前項の返還は、月賦又は半年賦の均等払によ る も のと する 。ただし 、 繰上返還をする こ

と を妨げない。  

（ 返還債務の裁量免除）  

第九条 知事は、被貸与者が次の各号の一に該当する に至つたと き は、修学奨励金の返還債

務の全部又は一部を免除する こ と ができ る 。  

一 死亡し たと き 。  

二 心身障がいその他やむを得ない事由によ り 修学奨励金の返還が困難と 認めら れる と

き 。  
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（ 昭五七条例三七・ 令六条例三・ 一部改正）  

（ 返還債務の履行猶予）  

第十条 被貸与者が契約に定める 修学奨励金の貸与の期間の満了後引き 続き 高等学校の定

時制の課程又は通信制の課程に在学する 場合は、当該在学の期間、修学奨励金の返還債務

の履行を猶予する 。  

２  知事は、 被貸与者が次の各号のいずれかに該当する 場合には、 当該各号に定める 期間、

修学奨励金の返還債務の履行を猶予する こ と ができ る 。  

一 高等学校（ 中等教育学校の後期課程を含む。 ） 、 高等専門学校又は大学に在学し てい

る 場合（ 前項に該当する 場合を除く 。 ）  その在学期間 

二 災害、 疾病その他やむを得ない事由が発生し ている 場合 その事由の継続する 期間

（ 通算し て五年を超えない期間に限る 。 ）  

（ 昭五一条例六八・ 平一二条例一五六・ 一部改正）  

（ 延滞利息）  

第十一条 被貸与者は、正当な理由がなく 修学奨励金を返還すべき 日までにこ れを返還し な

かつたと き は、当該返還すべき 日の翌日から 返還の日までの期間の日数に応じ 、返還すべ

き 額につき 年十・ 九五パーセント の割合で計算し た延滞利息を支払わなければなら ない。 

２  前項の規定によ る 延滞利息の額が百円未満である と き 、又はその額に百円未満の端数が

ある と き は、 その全額又は端数を切り 捨てる も のと する 。  

（ 施行事項）  

第十二条 こ の条例の施行について必要な事項は、 知事が定める 。  

附 則 

１  こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 昭和四十九年四月一日から 適用する 。  

２  こ の条例の規定によ る 修学奨励金の貸与は、昭和四十九年四月一日以降に高等学校の定

時制の課程の第一学年に在学する 者から 行う も のと する 。  

３  こ の条例の適用の日から 昭和五十年三月三十一日までの間は、第二条第三号中「 雇用保

険法（ 昭和四十九年法律第百十六号） 第四条第三項」 と ある のは、 「 失業保険法（ 昭和二

十二年法律第百四十六号） 第三条第一項」 と する 。  

附 則（ 昭和五一年条例第三九号）  

１  こ の条例は、 昭和五十一年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日前に改正前の青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例第二

条の規定によ り 締結し た契約に係る 修学奨励金については、 なお従前の例によ る 。  
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３  こ の条例の施行の日において高等学校の定時制の課程の第二学年及び第三学年に在学

する 者並びに同日以後において当該課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学又

は転籍をし た者と 改正後の青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後

の条例」 と いう 。 ） 第二条の規定によ り 締結する 契約に係る 修学奨励金の額は、 改正後の

条例第三条の規定にかかわら ず、当該者の属する 年次の在学者に係る 修学奨励金の額と 同

額と する 。  

附 則（ 昭和五一年条例第六八号）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十一年四月一日から 適用する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定によ る

高等学校の通信制の課程に在学する 者に対する 修学奨励金の貸与は、昭和五十一年四月一

日以降に高等学校の通信制の課程の第一年次生と し て在学する 者から 行う も のと する 。  

附 則（ 昭和五三年条例第二二号）  

１  こ の条例は、 昭和五十三年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日前に改正前の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励

金貸与条例第二条の規定によ り 締結し た契約に係る 修学奨励金については、なお従前の例

によ る 。  

３  こ の条例の施行の日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学す

る 者又は高等学校の通信制の課程の第二年次生若し く は第三年次生と し て在学する 者及

び同日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入

学若し く は転籍（ 以下「 転学等」 と いう 。 ） をし た者又は高等学校の通信制の課程の第二

年次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て転学等をし た者と 改正後の青森県高等学校

定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 第二条

の規定によ り 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定に

かかわら ず、 当該者の属する 年次の在学者に係る 修学奨励金の貸与の額と 同額と する 。  

附 則（ 昭和五三年条例第三一号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十三年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和五四年条例第二八号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十四年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和五五年条例第五四号）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十五年四月一日から 適用する 。  

２  こ の条例の適用の日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 前に改正前の青森県高等学校定時制課
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程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定によ り 締結し た契約に係る 修学奨励

金の貸与の額は、 なお従前の例によ る 。  

３  適用日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する 者又は高等

学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て在学する 者及び

同日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学

若し く は転籍（ 以下「 転学等」 と いう 。 ） をし た者又は高等学校の通信制の課程の第二年

次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て転学等をし た者と 改正後の青森県高等学校定

時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 第二条の

規定によ り 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にか

かわら ず、当該貸与を受けよ う と する 者の属する 年次の在学者に係る 修学奨励金の貸与の

額と 同額と する 。  

附 則（ 昭和五六年条例第一五号）  

こ の条例は、 昭和五十六年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五七年条例第三五号）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後

の条例」 と いう 。 ） 第二条第二号の規定は、 昭和五十七年四月一日から 適用する 。  

３  改正後の条例第二条第一号の規定は、学校教育法施行規則の一部を改正する 省令（ 昭和

五十三年文部省令第三十一号） 附則第二項に規定する 生徒について適用し 、同令附則第三

項の規定によ る 教育課程が適用さ れる 生徒については、 なお従前の例によ る 。  

附 則（ 昭和五七年条例第三七号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五九年条例第一九号）  

こ の条例は、 昭和五十九年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六二年条例第三五号）  

（ 施行期日等）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後

の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 昭和六十二年四月一日から 適用する 。  

（ 経過措置）  

３  昭和六十二年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 前に改正前の青森県高等学校定時制
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課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定によ り 締結し た契約に係る 修学奨

励金の貸与の額は、 なお従前の例によ る 。  

４  適用日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する 者又は高等

学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て在学する 者及び

同日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入学

若し く は転籍（ 以下「 転学等」 と いう 。 ） をし た者又は高等学校の通信制の課程の第二年

次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て転学等をし た者と 改正後の条例第二条の規定

によ り 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわ

ら ず、当該貸与を受けよ う と する 者の属する 年次の在学者に係る 修学奨励金の貸与の額と

同額と する 。  

附 則（ 平成三年条例第二八号）  

１  こ の条例は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程

修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 平成三年四月一

日から 適用する 。  

２  平成三年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 前に改正前の青森県高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定によ り 締結し た契約に係る 修学奨励金

の貸与の額は、 なお従前の例によ る 。  

３  適用日において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に在学する 者又は高等

学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て在学する 者及び

適用日以後において高等学校の定時制の課程の第二学年以上の学年に転学、編入学、再入

学若し く は転籍（ 以下「 転学等」 と いう 。 ） をし た者又は高等学校の通信制の課程の第二

年次生、第三年次生若し く は第四年次生と し て転学等をし た者と 改正後の条例第二条の規

定によ り 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条例第三条の規定にかか

わら ず、当該貸与を受けよ う と する 者の属する 年次の在学者に係る 修学奨励金の貸与の額

と 同額と する 。  

附 則（ 平成四年条例第四八号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成七年条例第三九号）  

１  こ の条例は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程

修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 平成七年四月一

日から 適用する 。  
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２  平成七年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 前に改正前の青森県高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励金貸与条例第二条の規定によ り 締結し た契約に係る 修学奨励金

の貸与の額は、 なお従前の例によ る 。  

３  次に掲げる 者と 改正後の条例第二条の規定によ り 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸

与の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわら ず、第一号に掲げる 者にあってはその者

が属する 年次の在学者に係る 修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる 者にあってはその者

と 学年によ る 教育課程の区分を設けない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」と いう 。）

に入学し た日の属する 年度（ 以下「 単位制課程入学年度」 と いう 。 ） が同一であった者に

係る 修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる 者にあってはその者が転学又は転籍をし た日

前に在学し た高等学校に入学し た日の属する 年度と 単位制課程入学年度が同一であった

者に係る 修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる 者にあってはその者が編入学又は再入学

をし た日において定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に編入学又は再入学をし た

と し た場合に属する こ と と なる 年次の在学者に係る 修学奨励金の貸与の額と それぞれ同

額と する 。  

一 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二学年

以上の学年に在学する 者 

ロ  適用日において高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生又は第四年次生

と し て在学する 者 

ハ 適用日以後において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二

学年以上の学年に転学、 編入学、 再入学又は転籍（ 以下「 転学等」 と いう 。 ） をし た

者 

ニ 適用日以後において高等学校の通信制の課程の第二年次生、第三年次生又は第四年

次生と し て転学等をし た者 

二 適用日の前日において高等学校の単位制によ る 課程に在学し 、かつ、適用日以後引き

続き 在学する 者（ 次号イ 及び第四号イ に掲げる も のを除く 。 ）  

三 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前に高等学校の単位制によ る 課程に転学又は転籍をし 、かつ、適用日以後引

き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程に転学又は転籍をし た者 

四 次のいずれかに該当する 者 
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イ  適用日前に高等学校の単位制によ る 課程に編入学又は再入学をし 、かつ、適用日以

後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程に編入学又は再入学をし た者 

附 則（ 平成九年条例第五二号）  

１  こ の条例は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程

修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 平成九年四月一

日から 適用する 。  

２  平成九年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 前に締結し た契約に係る 修学奨励金の貸

与の額は、 なお従前の例によ る 。  

３  適用日以後に次に掲げる 者と 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条

例第三条の規定にかかわら ず、第一号に掲げる 者にあってはその者が属する 学年の在学者

に係る 修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる 者にあってはその者と 高等学校の学年によ

る 教育課程の区分を設けない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） 又は通

信制の課程に入学し た日の属する 年度（ 以下「 単位制課程入学年度」 と いう 。 ） が同一で

あった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる 者にあってはその者が転学又は転

籍をし た日前に在学し た高等学校に入学し た日の属する 年度と 単位制課程入学年度が同

一であった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる 者にあってはその者が編入学

又は再入学をし た日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。） に編

入学又は再入学をし たと し た場合に属する こ と と なる 学年の在学者に係る 修学奨励金の

貸与の額の例によ る 。  

一 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二学年

以上の学年に在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二

学年以上の学年に転学、 編入学、 再入学又は転籍をし た者 

二 適用日の前日において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に在学し 、かつ、

適用日以後引き 続き 在学する 者（ 次号イ 及び第四号イ に掲げる 者を除く 。 ）  

三 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転籍

をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転
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籍をし た者 

四 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は再

入学をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は

再入学をし た者 

附 則（ 平成一〇年条例第四一号）  

１  こ の条例は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程

修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 平成十年四月一

日から 適用する 。  

２  平成十年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 前に締結し た契約に係る 修学奨励金の貸

与の額は、 なお従前の例によ る 。  

３  適用日以後に次に掲げる 者と 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条

例第三条の規定にかかわら ず、第一号に掲げる 者にあってはその者が属する 学年の在学者

に係る 修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる 者にあってはその者と 高等学校の学年によ

る 教育課程の区分を設けない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） 又は通

信制の課程に入学し た日の属する 年度（ 以下「 単位制課程入学年度」 と いう 。 ） が同一で

あった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる 者にあってはその者が転学又は転

籍をし た日前に在学し た高等学校に入学し た日の属する 年度と 単位制課程入学年度が同

一であった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる 者にあってはその者が編入学

又は再入学をし た日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。） に編

入学又は再入学をし たと し た場合に属する こ と と なる 学年の在学者に係る 修学奨励金の

貸与の額の例によ る 。  

一 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二学年

以上の学年に在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二

学年以上の学年に転学、 編入学、 再入学又は転籍をし た者 

二 適用日の前日において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に在学し 、かつ、

適用日以後引き 続き 在学する 者（ 次号イ 及び第四号イ に掲げる 者を除く 。 ）  

三 次のいずれかに該当する 者 
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イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転籍

をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転

籍をし た者 

四 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は再

入学をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は

再入学をし た者 

附 則（ 平成一一年条例第五九号） 抄 

１  こ の条例は、 平成十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一二年条例第一五六号）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後

の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 平成十二年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 以

後に締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額について適用し 、適用日前に締結し た契約

に係る 修学奨励金の貸与の額については、 なお従前の例によ る 。  

３  適用日以後に次に掲げる 者と 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条

例第三条の規定にかかわら ず、第一号に掲げる 者にあってはその者が属する 学年の在学者

に係る 修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる 者にあってはその者と 高等学校の学年によ

る 教育課程の区分を設けない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） 又は通

信制の課程に入学し た日の属する 年度（ 以下「 単位制課程入学年度」 と いう 。 ） が同一で

あった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる 者にあってはその者が転学又は転

籍をし た日前に在学し た高等学校に入学し た日の属する 年度と 単位制課程入学年度が同

一であった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる 者にあってはその者が編入学

又は再入学をし た日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。） に編

入学又は再入学をし たと し た場合に属する こ と と なる 学年の在学者に係る 修学奨励金の

貸与の額の例によ る 。  

一 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二学年

以上の学年に在学する 者 
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ロ  適用日以後において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二

学年以上の学年に転学、 編入学、 再入学又は転籍をし た者 

二 適用日の前日において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に在学し 、かつ、

適用日以後引き 続き 在学する 者（ 次号イ 及び第四号イ に掲げる 者を除く 。 ）  

三 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転籍

をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転

籍をし た者 

四 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は再

入学をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は

再入学をし た者 

附 則（ 平成一二年条例第一六七号）  

こ の条例は、 平成十三年一月六日から 施行する 。  

附 則（ 平成一三年条例第六〇号）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 以下「 改正後

の条例」 と いう 。 ） 第三条の規定は、 平成十三年四月一日（ 以下「 適用日」 と いう 。 ） 以

後に締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額について適用し 、適用日前に締結し た契約

に係る 修学奨励金の貸与の額については、 なお従前の例によ る 。  

３  適用日以後に次に掲げる 者と 締結する 契約に係る 修学奨励金の貸与の額は、改正後の条

例第三条の規定にかかわら ず、第一号に掲げる 者にあってはその者が属する 学年の在学者

に係る 修学奨励金の貸与の額、第二号に掲げる 者にあってはその者と 高等学校の学年によ

る 教育課程の区分を設けない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） 又は通

信制の課程に入学し た日の属する 年度（ 以下「 単位制課程入学年度」 と いう 。 ） が同一で

あった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第三号に掲げる 者にあってはその者が転学又は転

籍をし た日前に在学し た高等学校に入学し た日の属する 年度と 単位制課程入学年度が同

一であった者に係る 修学奨励金の貸与の額、第四号に掲げる 者にあってはその者が編入学

又は再入学をし た日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。） に編
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入学又は再入学をし たと し た場合に属する こ と と なる 学年の在学者に係る 修学奨励金の

貸与の額の例によ る 。  

一 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二学年

以上の学年に在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） の第二

学年以上の学年に転学、 編入学、 再入学又は転籍をし た者 

二 適用日の前日において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に在学し 、かつ、

適用日以後引き 続き 在学する 者（ 次号イ 及び第四号イ に掲げる 者を除く 。 ）  

三 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転籍

をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に転学又は転

籍をし た者 

四 次のいずれかに該当する 者 

イ  適用日前において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は再

入学をし 、 かつ、 適用日以後引き 続き 在学する 者 

ロ  適用日以後において高等学校の単位制によ る 課程又は通信制の課程に編入学又は

再入学をし た者 

附 則（ 平成一六年条例第三二号）  

こ の条例は、 平成十六年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一七年条例第四七号）  

こ の条例は、 平成十七年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一九年条例第六六号）  

こ の条例は、 学校教育法等の一部を改正する 法律（ 平成十九年法律第九十六号） の施行の

日から 施行する 。  

（ 施行の日＝平成一九年一二月二六日）  

附 則（ 平成二五年条例第二九号）  

こ の条例は、 平成二十五年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和六年条例第三号） 抄 

（ 施行期日）  
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１  こ の条例は、 令和六年四月一日から 施行する 。  
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○青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則 

昭和五十年三月十五日 

青森県教育委員会規則第一号 

〔 青森県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例施行規則〕 をこ こ に公布する 。  

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則 

（ 昭五二教委規則一・ 改称）  

（ 趣旨）  

第一条 こ の規則は、青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助

執行さ せる 規則（ 昭和三十九年八月青森県規則第七十三号）第二条第三項の規定に基づき 、

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 昭和五十年三月青森県条

例第一号。 以下「 条例」 と いう 。 ） の施行について必要な事項を定める も のと する 。  

（ 昭五二教委規則一・ 一部改正）  

（ 所得の額）  

第二条 条例第二条第二号の知事が定める 額は、次の各号に掲げる 場合の区分に応じ 、当該

各号に掲げる 額と する 。  

一 貸与を受けよ う と する 者を扶養親族と し ている 者がある 場合 所得税法（ 昭和四十年

法律第三十三号。 以下「 法」 と いう 。 ） に基づく 課税対象と なら ない額の最高額の百九

十二パーセント に相当する 額 

二 貸与を受けよ う と する 者を扶養親族と し ている 者がない場合（ 第三号に該当する 場合

を除く 。 ）  二百七十九万円 

三 貸与を受けよ う と する 者を扶養親族と し ている 者がない場合で、貸与を受けよ う と す

る 者が扶養親族を有し ている 場合 法に基づく 課税対象と なら ない額の最高額の百九

十二パーセント に相当する 額 

（ 昭五三教委規則七・ 追加、 昭五四教委規則八・ 昭五五教委規則一〇・ 昭五六教委

規則四・ 昭五七教委規則四・ 昭五九教委規則七・ 昭六〇教委規則五・ 昭六一教委規

則一〇・ 昭六二教委規則五・ 昭六三教委規則七・ 平元教委規則一三・ 平二教委規則

六・ 平三教委規則一〇・ 平四教委規則八・ 平五教委規則五・ 平六教委規則七・ 平七

教委規則九・ 平八教委規則一〇・ 平九教委規則六・ 平一〇教委規則七・ 平一一教委

規則一六・ 平一二教委規則三〇・ 平一五教委規則一一・ 平一六教委規則八・ 一部改

正）  

（ 修学奨励金の貸与申請）  
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第二条の二 条例第二条に規定する 修学奨励金（ 以下「 修学奨励金」 と いう 。 ） の貸与を受

けよ う と する 者は、 貸与申請書（ 第一号様式） に、 次に掲げる 書類を添え、 現に在学する

学校の校長（ 以下「 校長」 と いう 。 ） を経て教育長に提出し なければなら ない。  

一 貸与を受けよ う と する 者を扶養親族と し ている 者の所得又は貸与を受けよ う と する

者の所得が、前条各号に掲げる 場合の区分に応じ 、当該各号に掲げる 額を超えないこ と

若し く は超えない見込みである こ と を証する 書類 

二 経常的収入を得る 職業に就いている こ と を証する 書類 

三 学年によ る 教育課程の区分を設けない定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と い

う 。 ） 又は通信制の課程に在学する 者にあつては、その者が在学する 高等学校で定めた

卒業までに履修さ せる 各教科及びこ れに属する 科目（ 以下「 教科・ 科目」 と いう 。 ） 並

びに特別活動を四年以内で履修し て卒業する 計画を有する こ と を証する 書類（ 第一号の

二様式）  

四 学校教育法（ 昭和二十二年法律第二十六号） 第五十四条第三項の規定によ る 文部科学

大臣への届出に係る 高等学校の通信制の課程に在学する 者にあつては、県内に住所を有

する こ と を証する 書類 

五 第四条の二第二項に規定する 修学奨励金の貸与を受けよ う と する 者にあつては、交通

機関を利用し てその費用を負担し ている こ と を証する 書類 

（ 昭五二教委規則一・ 一部改正、 昭五三教委規則七・ 旧第二条繰下、 昭五七教委規

則四・ 昭六二教委規則五・ 平四教委規則八・ 平一二教委規則一七・ 平一二教委規則

三二・ 平一九教委規則一二・ 平二五教委規則三・ 一部改正）  

（ 貸与の決定等）  

第三条 教育長は、前条の貸与申請書を受理し たと き は、修学奨励金を貸与する かどう か及

び貸与の額を決定し 、 決定通知書（ 第二号様式） によ り その旨を当該申請者に通知する も

のと する 。  

２  教育長は、 前項の決定にあたつては、 選考委員会の選考を経なければなら ない。  

（ 平二五教委規則三・ 一部改正）  

（ 契約書の取交わし ）  

第四条 教育長は、前条第一項の規定によ り 貸与する 旨の決定の通知をし たと き は、その通

知を受けた者と 契約書（ 第三号様式） を取り 交わすも のと する 。  

（ 貸与の額）  

第四条の二 修学奨励金の貸与の額は、 月額一万四千円と する 。  
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２  前項の規定にかかわら ず、通学のため交通機関を利用し てその費用を負担する こ と を常

例と する 者に係る 修学奨励金の貸与の額は、次の表の上欄に掲げる 当該交通機関において

発行さ れている 通学用定期乗車券の通用期間のう ち六箇月を超えない範囲内で最も 長い

期間のも のの購入に要する 金額を当該期間の月数で除し た金額（ 以下「 一箇月当たり の通

学費用相当額」 と いう 。 ） の区分に応じ 、 下欄に掲げる 額と する こ と ができ る 。  

一箇月当たり の通学費用相当額 貸与の額 

八千円以上 月額一万八千円 

七千円以上八千円未満 月額一万七千円 

六千円以上七千円未満 月額一万六千円 

五千円以上六千円未満 月額一万五千円 

（ 平二五教委規則三・ 追加）  

（ 貸与の額の変更）  

第四条の三 前条第二項に規定する 修学奨励金の貸与を受けている 者は、貸与の額に変更す

べき 事実が生じ たと き は、貸与額変更申請書（ 第四号様式） に第二条の二第五号の書類を

添え、 校長を経て教育長に提出し なければなら ない。 こ の場合において、 貸与の額は、 そ

の事実の生じ た日の属する 月の翌月（ その日が月の初日である と き は、その日の属する 月）

から 変更する も のと する 。  

２  教育長は、前項の貸与額変更申請書を受理し たと き は、貸与の額を決定し 、貸与額変更

決定通知書（ 第四号の二様式） によ り その旨を当該申請者に通知する も のと する 。  

３  教育長は、前項の規定によ り 貸与の額を変更する 決定の通知をし たと き は、その通知を

受けた者と 変更契約書（ 第五号様式） を取り 交わすも のと する 。  

（ 平二五教委規則三・ 追加）  

（ 修学奨励金の交付）  

第五条 修学奨励金は、 毎月二十五日までに交付する も のと する 。  

２  前項の規定によ り 交付し た修学奨励金が、前条の規定によ り 変更し た貸与の額を上回る

と き は、その差額は、変更契約書を取り 交わし た日以後に貸与する 修学奨励金の一部と み

なす。  

（ 昭五八教委規則六・ 平二五教委規則三・ 一部改正）  

（ 返還債務の免除事由）  

第六条 条例第七条の知事が定める 事由に該当する 場合は、高等学校卒業程度認定試験規則

（ 平成十七年文部科学省令第一号）に基づく 高等学校卒業程度認定試験に合格し た場合で、
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教育長が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業し たこ と と 同等の事由がある

と 認めたと き と する 。  

（ 昭五二教委規則一・ 平一七教委規則八・ 一部改正）  

（ 卒業の届出等）  

第七条 校長は、 修学奨励金の貸与を受けた者（ 以下「 被貸与者」 と いう 。 ） が、 高等学校

の定時制の課程又は通信制の課程を卒業し たと き は、速やかに卒業し たこ と を証する 書類

を教育長に提出し なければなら ない。  

２  被貸与者は、高等学校卒業程度認定試験に合格し たと き は、速やかに高等学校卒業程度

認定試験合格によ る 返還債務免除申請書（ 第六号様式） に、 合格し たこ と を証する 書類を

添えて教育長に提出し なければなら ない。  

（ 昭五二教委規則一・ 平一七教委規則八・ 平一八教委規則三・ 一部改正）  

（ 返還明細書の提出等）  

第八条 被貸与者は、条例第八条第一項の規定によ り 修学奨励金を返還し なければなら ない

と き は、その事由が生じ た日から 起算し て一月以内に返還明細書（ 第七号様式） を教育長

に提出し なければなら ない。  

２  前項の規定によ り 返還明細書を提出し た者は、修学奨励金の返還の方法を変更し よ う と

する と き は、 返還方法変更承認申請書（ 第八号様式） を教育長に提出し て、 その承認を受

けなければなら ない。  

（ 均等払によ る 返還額）  

第八条の二 条例第八条第二項に規定する 均等払によ る 返還額に一円未満の端数が生じ た

と き は、 最後の返還額に合算する 。  

（ 平二五教委規則三・ 追加）  

（ 返還債務の免除申請）  

第九条 連帯保証人は、被貸与者が死亡し たため条例第九条第一号の規定によ り 返還債務の

全部又は一部の免除を受けよ う と する と き は、 返還債務免除申請書（ 第九号様式） に、 死

亡し たこ と を証する 書類を添えて教育長に提出し なければなら ない。  

２  被貸与者は、条例第九条第二号の規定によ り 返還債務の全部又は一部の免除を受けよ う

と する と き は、返還債務免除申請書に、心身障がいその他やむを得ない事由のある こ と を

証する 書類を添えて教育長に提出し なければなら ない。  

３  教育長は、第七条第二項の規定によ る 高等学校卒業程度認定試験合格によ る 返還債務免

除申請書及び前二項の規定によ る 返還債務免除申請書を受理し たと き は、修学奨励金の返
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還債務を免除する かどう か及び免除する 額を決定し 、 免除通知書（ 第十号様式） によ り 当

該申請者に通知する も のと する 。  

（ 昭五二教委規則一・ 昭五七教委規則七・ 平一七教委規則八・ 令六教委規則三・ 一

部改正）  

（ 返還債務の履行猶予申請等）  

第十条 被貸与者は、条例第十条第二項の規定によ る 返還債務の履行の猶予を受けよ う と す

る と き は、 返還債務履行猶予申請書（ 第十一号様式） に、 高等学校（ 中等教育学校の後期

課程を含む。 ） 、 高等専門学校若し く は大学に在学し ている こ と 又は災害、 疾病その他や

むを得ない事由が発生し ている こ と を証する 書類を添えて教育長に提出し なければなら

ない。  

２  教育長は、前項の返還債務履行猶予申請書を受理し たと き は、修学奨励金の返還債務の

履行を猶予する かどう かを決定し 、決定通知書（ 第十二号様式） によ り 当該申請者に通知

する も のと する 。  

３  条例第十条第二項第二号の規定に該当する 場合に返還債務の履行を猶予する 期間は、一

年以内と し 、 必要に応じ て一年以内の期間をも つて更新する こ と ができ る も のと する 。  

（ 平一二教委規則三〇・ 一部改正）  

（ 連帯保証人の変更申請）  

第十一条 修学奨励金の貸与を受けている 者（ 以下「 修学生」 と いう 。 ） 又は被貸与者は、

連帯保証人の死亡、失そう 、その他特別の事情によ り 連帯保証人を変更し よ う と する と き

は、 連帯保証人変更申請書（ 第十三号様式） を教育長に提出し てその承認を受けなければ

なら ない。  

（ 所得証明等の提出）  

第十二条 修学生は、毎年三月二十日ま でに、次に掲げる 書類を校長を経て教育長に提出し

なければなら ない。  

一 前年における 修学生を扶養親族と し ている 者の所得（ 修学生が独立生計を営むこ と 等

によ り 扶養親族と し ている 者がない場合にあつては、修学生の所得） を明ら かにする 書

類 

二 経常的収入を得る 職業に就いている こ と を証する 書類 

三 単位制によ る 課程又は通信制の課程に在学する 者にあつては、当該年度ま でに修得し

た単位数を証する 書類（ 第十四号様式）  

四 第四条の二第二項に規定する 修学奨励金の貸与を受けている 者にあつては、交通機関
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を利用し てその費用を負担し ている こ と を証する 書類 

（ 昭五二教委規則一・ 平四教委規則八・ 平二五教委規則三・ 一部改正）  

（ 届出）  

第十三条 修学生は、次の各号の一に該当する と き は、速やかにその旨を校長を経て教育長

に届け出なければなら ない。  

一 条例第二条に掲げる 貸与を受ける 者と し ての要件を欠く に至つたと き 。  

二 修学奨励金の貸与を受ける こ と を辞退し よ う と する と き 。  

三 条例第二条第一号に規定する 高等学校定時制課程若し く は通信制課程に転学又は転

籍し たと き 。  

四 休学し 、 又は停学の処分を受けたと き 及び復学し たと き 。  

五 一月以上の欠席をし よ う と する と き 又はし たと き 及び新たに出席し たと き 。  

六 定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に在学する 修学生が、 進級でき なかつた

ため同一学年を重ねて履修する こ と と なつたと き 及びその学年から 進級し たと き 。  

七 氏名又は住所を変更し たと き 。  

八 連帯保証人の氏名、 住所又は職業に変更があつたと き 。  

２  被貸与者は、 前項第三号、第七号又は第八号に該当する と き は、速やかにその旨を教育

長に届け出なければなら ない。  

（ 昭五二教委規則一・ 平四教委規則八・ 一部改正）  

（ 施行事項）  

第十四条 こ の規則の施行に関し 必要な事項は、 別に定める 。  

（ 平二〇教委規則一一・ 一部改正）  

附 則 

こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和四十九年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和五二年教委規則第一号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五三年教委規則第七号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十三年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和五四年教委規則第八号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十四年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和五五年教委規則第一〇号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十五年四月一日から 適用する 。  
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附 則（ 昭和五六年教委規則第四号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和五十六年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和五七年教委規則第四号）  

１  こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則（ 以下

「 改正後の規則」 と いう 。 ） 第二条の規定は、 昭和五十七年四月一日から 適用する 。  

３  改正後の規則第二条の二第三号の規定及び第一号の二様式は、学校教育法施行規則の一

部を改正する 省令（ 昭和五十三年文部省令第三十一号） 附則第二項に規定する 生徒につい

て適用し 、同令附則第三項の規定によ る 教育課程が適用さ れる 生徒については、なお従前

の例によ る 。  

附 則（ 昭和五七年教委規則第七号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五八年教委規則第六号）  

こ の規則は、 昭和五十八年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五九年教委規則第七号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六〇年教委規則第五号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六一年教委規則第一〇号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六二年教委規則第五号）  

１  こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第二

条の規定は、 昭和六十二年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 昭和六三年教委規則第七号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 昭和六十三年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成元年教委規則第一三号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成元年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成二年教委規則第六号）  
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こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成二年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成三年教委規則第一〇号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成三年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成四年教委規則第八号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則第二条の規定は、 平成四年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成五年教委規則第五号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成五年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成六年教委規則第七号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成六年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成六年教委規則第一〇号）  

１  こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

２  こ の規則によ る 改正前の様式によ り 調製し た用紙で現に残っている も のは、 当分の間、

こ れを使用する こ と ができ る 。  

附 則（ 平成七年教委規則第九号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成七年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成八年教委規則第一〇号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成八年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成九年教委規則第六号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成九年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成一〇年教委規則第七号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成十年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成一一年教委規則第一六号）  
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こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成十一年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成一二年教委規則第一七号）  

こ の規則は、 平成十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一二年教委規則第三〇号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則第二条の規定は、 平成十二年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成一二年教委規則第三二号）  

こ の規則は、 平成十三年一月六日から 施行する 。  

附 則（ 平成一五年教委規則第一一号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成十五年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成一六年教委規則第四号）  

こ の規則は、 平成十六年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一六年教委規則第八号）  

こ の規則は、公布の日から 施行し 、改正後の青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修

学奨励金貸与条例施行規則の規定は、 平成十六年四月一日から 適用する 。  

附 則（ 平成一七年教委規則第八号）  

こ の規則は、 平成十七年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一八年教委規則第三号）  

こ の規則は、 平成十八年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一九年教委規則第一二号）  

こ の規則は、 学校教育法等の一部を改正する 法律（ 平成十九年法律第九十六号） の施行の

日から 施行する 。  

（ 施行の日＝平成一九年一二月二六日）  

附 則（ 平成二〇年教委規則第一一号）  

こ の規則は、 平成二十年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二五年教委規則第三号）  

こ の規則は、 平成二十五年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二七年教委規則第一〇号）  

こ の規則は、 平成二十八年一月一日から 施行する 。  
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附 則（ 令和元年教委規則第一号）  

１  こ の規則は、 令和元年七月一日から 施行する 。  

２  こ の規則によ る 改正前の様式によ り 調製し た用紙で現に残っている も のは、 当分の間、

こ れを使用する こ と ができ る 。  

附 則（ 令和三年教委規則第二号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 令和四年教委規則第五号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 令和六年教委規則第三号）  

こ の規則は、 令和六年四月一日から 施行する 。  
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第１ 号様式（ 第２ 条の２ 関係）  

（ 平25教委規則３ ・ 全改、 平27教委規則10・ 令元教委規則１ ・ 令３ 教委規則２ ・

一部改正）  

第１ 号の２ 様式（ 第２ 条の２ 関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 追加、 昭53教委規則７ ・ 昭57教委規則４ ・ 平４ 教委規則８ ・

平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 令元教委規則１ ・ 令４ 教委規則５ ・ 一部改正） 

第２ 号様式（ 第３ 条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 令元教委規則１ ・ 一部改正）  

第３ 号様式（ 第４ 条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 令元教委規則１ ・ 一部改正）  

第４ 号様式（ 第４ 条の３ 関係）  

（ 平25教委規則３ ・ 全改、 令元教委規則１ ・ 令３ 教委規則２ ・ 一部改正）  

第４ 号の２ 様式（ 第４ 条の３ 関係）  

（ 平25教委規則３ ・ 追加、 令元教委規則１ ・ 一部改正）  

第５ 号様式（ 第４ 条の３ 関係）  

（ 平25教委規則３ ・ 全改、 令元教委規則１ ・ 一部改正）  

第６ 号様式（ 第７ 条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 平17教委規則８ ・ 令元教

委規則１ ・ 令３ 教委規則２ ・ 一部改正）  

第７ 号様式（ 第８ 条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 平25教委規則３ ・ 令元教

委規則１ ・ 令３ 教委規則２ ・ 一部改正）  

第８ 号様式（ 第８ 条関係）  

（ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 令元教委規則１ ・ 令３ 教委規則２ ・ 一部改

正）  

第９ 号様式（ 第９ 条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 令元教委規則１ ・ 令３ 教

委規則２ ・ 一部改正）  

第10号様式（ 第９ 条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 令元教委規則１ ・ 一部改正）  

第11号様式（ 第10条関係）  
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（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 令元教委規則１ ・ 令３ 教

委規則２ ・ 一部改正）  

第12号様式（ 第10条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 令元教委規則１ ・ 一部改正）  

第13号様式（ 第11条関係）  

（ 昭52教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 令元教委規則１ ・ 令３ 教

委規則２ ・ 一部改正）  

第14号様式（ 第12条関係）  

（ 平４ 教委規則８ ・ 全改、 平６ 教委規則10・ 平12教委規則17・ 令元教委規則１ ・

令４ 教委規則５ ・ 一部改正）  

 


